
 

 

平成 29 年３月 10 日 

各  位 

 

会 社 名 Ｗ Ａ Ｓ Ｈ ハ ウ ス 株 式 会 社     

       代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  児 玉 康 孝 

（コード番号：6537 東証マザーズ・福証 Q-Board） 

問合せ先 常務取締役管理部長 阿久津 浩 

電  話 （ 0 9 8 5 ）－ 7 8 － 4 0 0 0 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 29 年３月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年３月 30 日

開催予定の当社第 16 回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款一部変更の件 

 (1) 変更の理由 

  ・今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追

加するものであります。 

・その他、文言の一部変更を行うものであります。 

 

(2) 定款変更の内容 

   変更内容は別紙のとおりであります。 

 

(3) 日程 

定款変更のための株主総会開催日     平成29年３月30日 

定款変更の効力発生日          平成29年４月１日 

 

 

以上 

  



定款変更の内容別紙  

              （下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

  

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

第２条 （現行どおり） 

１．～13.（条文省略） １．～13.（現行どおり） 

14．洗濯用剤の仕入れ販売 14．洗濯用剤の仕入れ販売及び製造 

15．～31.（条文省略） 15．～31．（現行どおり） 

（新設） 32．貸金業 

32．前各号に関する付帯する一切の業務 33．前各号に付帯する一切の業務 

  

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

  

（招集） （招集） 

第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度

末日の翌日から終了後３ヶ月以内に招

集し、臨時株主総会は、その必要があ

る場合に随時これを招集する。 

第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年

度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時

株主総会は、その必要がある場合に

随時これを招集する。 

  

 

※本日、別途「株式分割及び株式分割にともなう定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお

知らせ」の開示も行っております。こちらもご参照下さいませ。 


